
アーカイブズ

沖縄県公文書館だより　第53号　平成29年 8月1日発行

　琉球政府（GRI）の行政府第 1庁舎は 1953年（昭和 28）に竣工しました。1階と 2階は琉球政府、3階と 4階は琉球列
島米国民政府（USCAR）が使用し、屋上には星条旗を掲げました。USCARは1968年（昭和 43）に浦添村（当時）小湾に移
転しました。庁舎の敷地は現在の沖縄県庁とほぼ同じで、この写真は現在の県庁北口交差点方面から撮影したものです。

USCAR 庁舎（琉球政府ビル）
ジェラルド・ワーナー文書

[0000017522] より　 1966 年（昭和 41）頃



沖縄県公文書館だより Archives 第 53 号

2

公
文
書
館
の
し
ご
と　

第
2
回

沖

縄

県

文

書

の

整

理

　

大
き
な
赤
瓦
の
建
物
が
目
を
ひ
く
沖
縄
県
公
文
書
館
。
展
示
室
や
閲
覧
室
は
誰
で
も
入
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
後
ろ
側
＝
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
で
は
、
ど
ん
な
作
業
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
前
回
紹
介
し
た
「
沖
縄
県
文
書
の
評
価
選
別
」
に
続
き
、
今
回
は
「
沖
縄
県
文
書
の
整
理
」

作
業
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。

　

評
価
選
別
の
結
果
、
保
存
す
る
こ
と
が
決
定
し

た
文
書
は
、
閲
覧
利
用
に
供
し
ま
す
。
利
用
者
が

必
要
な
文
書
を
検
索
し
や
す
い
よ
う
、
簿
冊
単
位

で
目
録
を
作
成
し
、
出
納
に
備
え
て
書
庫
に
配
架

す
る
の
が
整
理
の
仕
事
で
す
。

【シリーズ解説】

◎沖縄県文書

◎沖縄県公文書館所蔵資料

◎琉球政府文書 ◎米国収集資料 ◎沖縄関係資料

◎農林水産に関する部課の文書 ◎商工労働に関する部課の文書

他

他

他

◎漁政課 /水産課 ◎水産振興課 ◎漁港課

漁場内の岩礁破砕等
の許可に関すること

水産動植物の特別採捕
許可等に関すること

知事許可漁業の許可に
関すること

　「沖縄県漁業調整規則」に基づき、漁業権の設定されている漁場内において、岩礁を破
砕し、又は土砂もしくは岩石を採取する場合に必要な許可手続。申請者は、岩礁破砕等
の許可申請書に漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添えて県に提出する。県は、「漁
業権区域内における砂礫等採取に関する取扱方針」に基づき、水産資源の保護培養また
は漁業者への影響等を審査し、適否を決定する。また、その際に必要な制限又は条件を
つける。本シリーズは、当該業務にかかる文書から成る。

　

県
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
務
事
業
の
過
程
で
派
生
す

る
文
書
は
、
あ
る
程
度
ま
で
類
型
化
で
き
ま
す
。

こ
の
類
型
（
シ
リ
ー
ズ
）
ご
と
の
、
文
書
発
生
の

パ
タ
ー
ン
を
解
説
し
ま
す
。
シ
リ
ー
ズ
の
概
要
を

理
解
す
る
と
、検
索
の
手
が
か
り
が
広
が
り
ま
す
。

　

当
館
で
は
、
文
書
を
作
成
・
収
受
・
保
管
し
て

い
た
組
織
で
分
類
し
ま
す
。
下
の
図
は
、
漁
政
課

/
水
産
課
の
文
書
の
例
を
示
し
ま
し
た
。

　

漁
政
課
/
水
産
課
と
い
う
「
課
」
の
レ
ベ
ル
ま

で
分
類
さ
れ
た
文
書
は
、
さ
ら
に
シ
リ
ー
ズ
に
分

け
て
整
理
し
ま
す
。

▼
文
書
を
シ
リ
ー
ズ
単
位
で
解
説

目録作成

■
文
書
の
情
報
を
記
述

■
文
書
の
分
類

資料群

部局

課

シリーズ

簿冊 ＊今回ご紹介するのは沖縄県文書の例ですが、
他の資料群も同じ手法で整理しています。

他
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一般の利用に供しない公文書等に
記録されている情報

該当する可能性のある
情報の類型の例 経過年数

　個人の秘密であって、当該情報を
公にすることにより、当該個人の権
利利益を不当に害するおそれのある
もの。

（1）学歴又は職歴　
（2）財産、所得又は経済活動
（3）採用、選考又は任免　
（4）勤務評定又は服務

30 年以上
50年未満

　個人の重大な秘密であって、当該
情報を公にすることにより、当該個
人の権利利益を不当に害するおそれ
のあるもの。

（1）国籍、人種又は民族
（2）家族、親族又は婚姻
（3）信仰、信教又は思想
（4）伝染性の疾病、身体の障　　　
　　害その他の健康状態
（5）保護又は扶助の措置

50 年以上
80年未満

　個人の特に重大な秘密であって、
当該情報を公にすることにより、当
該個人及びその遺族の権利利益を不
当に害するおそれのあるもの。

（1）門地　
（2）遺伝性の疾病、精神の障　　
　　害その他の健康状態　
（3）犯罪歴又は補導歴
（4）事件又は人権侵害の被害

80年以上

　

簿
冊
に
記
載
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
に
は
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
等
の
理
由
に
よ
り
、
利
用
制
限
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
制
限
は
、
左
表
に
従
っ
て
「
時
の

経
過
」
に
よ
り
解
除
さ
れ
る
た
め
、
閲
覧
申
請
時
に
制
限
の

有
無
を
審
査
し
て
い
ま
す
。
目
録
作
成
時
に
は
、
左
表
に
掲

げ
ら
れ
た
情
報
に
該
当
す
る
部
分
に
目
印
を
入
れ
て
前
処
理

を
施
し
、
利
用
制
限
審
査
が
迅
速
に
進
む
よ
う
に
し
ま
す
。

　

簿
冊
や
収
納
箱
に
は
、
バ
ー

コ
ー
ド
を
貼
付
し
て
所
在
を
管
理

し
て
い
ま
す
。
保
存
書
庫
に
収
納

し
、
閲
覧
申
請
に
応
じ
て
出
納
で

き
る
状
態
に
し
ま
す
。

タイトル 岩礁破砕等許可関係　平成 15年度 用途識別 閲覧用

資料日付 2004/3/22 ～ 2004/3/31 資料コード 0000103840

作成者 沖縄県農林水産部水産課 媒体種別 紙

所管（発行）沖縄県農林水産部水産課 利用識別 複写制限

資料解説 国頭村字安和沖海域　中城村字
和宇慶地先　東村字新川沖海域 公開識別 公開

　

個
々
の
簿
冊
に
つ
い
て
、
タ
イ
ト
ル
や
年
代
、

資
料
解
説
等
の
情
報
を
所
蔵
資
料
目
録
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
に
入
力
し
て
い
き
ま
す
。

　

簿
冊
の
劣
化
状
況
や
個
人
情
報
の
有
無
な
ど
に

関
連
す
る
情
報
も
入
力
し
ま
す
。

▼
個
人
の
秘
密
に
関
す
る
情
報
の
確
認
作
業
　

▼
簿
冊
単
位
で
目
録
情
報
を
記
述

文書保存箱への収納

利用制限部分へ目印を入れる

保存書庫への配架閲覧に供する

装備・配架

閲覧用

この資料コードで閲覧申請します。

許可の対象となった具体的な場所の情報を付け加え
ていますので、それをキーワードに検索できます。

沖縄県公文書館管理規則　第 4条別表

【簿冊・媒体情報】
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こ
の
報
告
書
は
、
主
に
太
平
洋
戦
争
中
か
ら

一
九
四
七
年（
昭
和
二
十
二
）頃
ま
で
の
時
期
に

太
平
洋
戦
域
の
陸
軍
方
面
軍
、
軍
、
軍
団
、
師

団
等
に
お
い
て
作
成
・
収
受
さ
れ
た
記
録
で
す
。

そ
の
う
ち
沖
縄
戦
関
係
は
「
太
平
洋
戦
域
」「
第

十
軍
」「
第
二
十
四
軍
団
」「
第
七
歩
兵
師
団
」「
第

二
十
七
歩
兵
師
団
」「
第
七
十
七
歩
兵
師
団
」「
第

九
十
六
歩
兵
師
団
」「
第
四
四
一
防
諜
分
遣
隊
」

新
規
公
開
文
書
の
お
知
ら
せ

　

Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
文
書
と
は
、一
九
五
〇
年（
昭

和
二
十
五
）一
二
月
か
ら
一
九
七
二
年（
昭
和

四
十
七
）五
月
ま
で
、
米
国
政
府
の
出
先
機

関
で
あ
っ
た
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
が
作
成

ま
た
は
収
受
し
た
資
料
群
で
す
。

　

沖
縄
の
日
本
復
帰
に
伴
い
、
こ
れ
ら
資
料

群
は
全
て
米
国
に
移
さ
れ
、
現
在
、
米
国
国

立
公
文
書
館
で
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
沖
縄

県
で
は
、
こ
れ
ら
を
沖
縄
の
戦
後
史
を
解
明

す
る
上
で
不
可
欠
な
記
録
と
位
置
づ
け
収
集

事
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
法
務
局
は
、
沖
縄
に
お
け
る

司
法
・
立
法
制
度
の
整
備
の
ほ
か
、
米
国
政

府
が
使
用
す
る
土
地
の
整
備
と
財
産
管
理
な

ど
を
主
な
任
務
と
し
ま
し
た
。

　

布
告
・
布
令
、
民
立
法
に
関
す
る
文
書
、

訴
訟
及
び
司
法
調
査
に
関
す
る
文
書
、
講
和

以
前
の
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
文
書
、
恩

赦
に
関
す
る
文
書
、
訴
訟
及
び
裁
判
所
に
関

す
る
文
書
、
被
告
人
カ
ー
ド
、
尖
閣
列
島
問

題
、
そ
の
他
参
考
資
料
及
び
刊
行
物
な
ど
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

■
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
法
務
局
文
書

1970 年（昭和 45）9 月に起きた糸満主婦れき殺事件
に関して軍法会議での無罪判決は「誤審」と指摘する
法務局文書　[0000101969/00145-008] より

■
下し
も
こ
う
べ
あ
つ
し

河
辺
淳
文
書
　
　

　

下
河
辺
淳
氏
は
、
一
九
六
二
年（
昭
和

三
十
七
）策
定
の
第
一
次
「
全
国
総
合
開
発
計

画
」（
全
総
）
か
ら
第
五
次
の
「
二
十
一
世
紀

の
国
土
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」（
い
わ
ゆ
る

「
五
全
総
」）
ま
で
、
一
貫
し
て
国
土
政
策
・
行

政
に
関
わ
り
、
国
土
事
務
次
官
、
総
合
研
究
開

発
機
構
や
東
京
海
上
研
究
所
の
理
事
長
等
を
歴

任
し
ま
し
た
。

　

同
氏
は
ま
た
、
日
本
復
帰
前
か
ら
沖
縄
の
振

興
計
画
策
定
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
ま
し

1998 年（平成 10）に当時の内閣官房長官だった梶山静六氏から下河辺氏に宛てた直筆の書簡　　
OKA060: 稲嶺知事 001: 書簡　[0000136079] より

一
二
三
九
冊

　

法
務
局
文
書
は
、
Ｕ
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
文
書
全
体
の

約
四
分
の
一
を
占
め
、
今
後
数
回
に
分
け
て
公

開
し
て
い
く
予
定
で
す
。

1970 年（昭和 45）9 月に起きた糸満主婦れき殺事件

に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

資
料
の
内
容
は
、
作
戦
計
画
書
、
作
戦
指
令
、

戦
闘
報
告
書
、
占
領
活
動
報
告
書
、
敵
状
報
告

書
、
諜
報
報
告
書
、
接
収
日
本
軍
文
書
、
捕
虜

尋
問
書
な
ど
で
、分
量
は
約
五
十
一
万
四
千
頁
。

た
。
特
に
一
九
九
五
年（
平
成
七
）の
少
女
暴

行
事
件
後
、
橋
本
龍
太
郎
首
相
の
意
を
受
け

て
、
対
立
し
て
い
た
政
府
と
沖
縄
県
と
の
関

係
修
復
に
尽
力
し
ま
し
た
。

　

首
相
、
県
知
事
へ
の
提
案
文
作
成
の
た
め

に
推
敲
を
重
ね
た
自
筆
の
構
想
メ
モ
、
同
氏

の
沖
縄
と
の
関
わ
り
を
証
言
し
た
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
地
域
の
復
興
、
開
発
計

画
の
豊
富
な
キ
ャ
リ
ア
か
ら
自
ら
収
集
し
た

沖
縄
関
係
の
刊
行
物
や
資
料
等
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。

閲
覧
室
で
ご
利
用
に
な
れ
ま
す

　
こ
の
文
書
群
は
、
主
に
第
二
次
世
界
大
戦
中

の
海
兵
隊
の
戦
闘
に
関
わ
る
作
戦
計
画
書
、
作

戦
指
令
、
戦
闘
報
告
書
、
諜
報
報
告
書
、
捕
虜

尋
問
書
な
ど
か
ら
な
り
、
機
動
部
隊
、
第
三
水

陸
両
用
軍
団
、
第
一
海
兵
師
団
、
第
二
海
兵
師

団
、
第
六
海
兵
師
団
の
ほ
か
、
米
陸
軍
第
十
軍

指
揮
下
の
陸
軍
部
隊
の
文
書
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
分
量
は
約
七
万
頁
。

二
〇
一
五
冊

　
四
六
二
冊

■
地
理
フ
ァ
イ
ル
（
米
海
兵
隊
文
書
）

一
八
五
冊

（
米
陸
軍
高
級
副
官
部
文
書
）

■
第
二
次
世
界
大
戦
作
戦
報
告
書
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私とアーカイブスⅦ 小島瓔
よしゆき
禮さん

　

平
成
二
十
九
年
六
月
一
七
日
、
小
島

瓔よ
し
ゆ
き禮

先
生（
琉
球
大
学
名
誉
教
授
）を
講
師

に
お
迎
え
し
、
上
映
会
「
戦
前
の
沖
縄
の

お
も
か
げ
―
河
村
只
雄
映
像
資
料
に
み
る

―
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

河
村
只
雄
は
一
九
三
七
年（
昭
和
一
二
）

に
来
沖
し
た
折
、
講
演
の
用
務
の
合
間
を

ぬ
っ
て
、
沖
縄
の
風
景
や
人
々
の
様
子
を

八
ミ
リ
映
写
機
で
撮
影
し
て
い
ま
す
。
河

村
が
記
録
し
た
映
像
に
残
る
、
戦
世
に
巻

き
込
ま
れ
る
前
の
沖
縄
の
お
も
か
げ
を
た

ど
り
、「
平
和
」の
意
味
を
考
え
る
企
画
と

な
り
ま
し
た
。

　

那
覇
の
市
場
や
、
首
里
城
周
辺
、
辻
の

女
性
達
、
闘
牛
や
綱
引
き
の
様
子
な
ど
、

約
一
時
間
の
映
像
を
熱
心
に
ご
覧
い
た
だ

き
、
百
人
を
超
す
来
場
者
か
ら
は
、「
沖

縄
＝
戦
争
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
な
人
々
が
賑
や
か
に
過
ご

し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
の
は
と
て
も

新
鮮
で
す
。」（
那
覇
市
・
二
〇
代
）と
か
、

「
戦
前
、
那
覇
の
西
本
町
に
戦
争
前
ま
で

住
ん
で
い
た
の
で
な
つ
か
し
く
拝
見
し
ま

し
た
。」（
那
覇
市
・
七
〇
代
以
上
）
と
い
っ

た
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

村
の
暮
し
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ

て
き
た
か
、
そ
れ
を
学
び
、
人
間
と

は
な
に
か
を
考
え
る
の
が
私
の
仕
事

で
す
。
琉
球
諸
島
は
、
日
本
最
西
端

や
最
南
端
の
村
を
擁
し
、
個
性
的
で

魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
琉
球
の
島
々
を
す
べ

て
、
一
九
三
六
年（
昭
和
一
一
）か
ら

五
年
五
次
に
わ
た
っ
て
旅
を
し
た
、

社
会
学
者
の
河
村
只
雄
先
生
の
調
査

資
料
が
、
沖
縄
県
公
文
書
館
に
は
一

括
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
三
年

分
の
「
日
記
」
の
ほ
か
、
野
帖
、
地

元
の
小
学
校
が
提
供
し
た
資
料
な
ど

が
あ
り
、
収
集
品
も
あ
り
ま
す
。

　

先
生
の
研
究
旅
行
記
『
南
方
文
化

の
探
求
』、『
続
南
方
文
化
の
探
求
』

を
精
読
し
、「
日
記
」
な
ど
と
照
応

さ
せ
て
現
地
を
歩
い
て
み
れ
ば
、
先

生
が
体
験
し
た
村
の
姿
を
描
く
こ
と

も
可
能
で
す
。
写
真
や
八
ミ
リ
の
映

像
も
あ
り
ま
す
。
八
〇
年
前
の
琉
球

諸
島
の
生
活
の
再
現
で
す
。

　

一
つ
の
村
の
事
実
を
、
他
の
村
々

の
事
例
と
く
ら
べ
て
、
そ
の
生
活
の

意
味
を
歴
史
的
に
考
え
る
の
が
民
俗

学
で
す
。
や
は
り
少
し
で
も
古
い
事

実
が
わ
か
る
こ
と
は
、
貴
重
で
す
。

先
生
の
記
録
を
現
在
と
照
応
さ
せ

て
、
昭
和
前
期
の
た
い
せ
つ
な
事
実

を
蘇
生
さ
せ
る
の
で
す
。

　

河
村
只
雄
先
生
は
、
一
九
四
一

年（
昭
和
一
六
）一
月
三
日
に
、
満

四
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

一
九
九
八
年（
平
成
十
）三
月
に
社
会

学
者
の
河
村
望
先
生
ご
夫
妻
が
父
君

の
資
料
を
館
に
ご
寄
贈
に
な
っ
た
と

き
、
私
は
館
と
共
同
で
活
用
す
る
約

束
を
し
ま
し
た
。
資
料
の
価
値
を
さ

ら
に
豊
か
な
も
の
に
増
殖
す
る
責
務

を
、
私
は
負
っ
て
い
ま
す
。

　

上
映
会
「
戦
前
の
沖
縄
の
お

も
か
げ
―
河
村
只
雄
映
像
資
料

に
み
る
―
」
講
師
の
小
島
瓔よ
し
ゆ
き禮

さ
ん
に
、
河
村
只
雄
資
料
と
ご

自
身
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
お

話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

■
沖
縄
県
公
文
書
館
上
映
会
■

辻の名妓の踊り 市場で働く男性
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シマめぐり沖縄
第 7 回 与那国島

与那国島　祖納集落　1971年（昭和 46） 6 月 10 日
［琉球政府関係写真資料 194　054367］

　

左
の
資
料
に
は
、
島
の
地
図
と
概
要（
位
置
・
面
積
・
地
勢
・
産

業
・
交
通
・
交
易
・
行
政
・
教
育
・
部
落
・
官
衙
・
名
物
名
所
）が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
ラ
リ
ア
防
遏
所
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
九
三
四
年（
昭
和
九
）以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、「
カ
イ
ダ
ー
字
」
が
地
図
記
号
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。「
カ
イ
ダ
ー
字
」
と
は
、
与
那
国
島
で
昭

和
初
期
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
象
形
文
字
で
、
文
字
の
読
み
書
き
が

で
き
な
い
庶
民
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
符
号
で
す
。

与那国島案内　
岸秋正文書　28× 40cm

［T00021602B］

　

一
九
四
五
年（
昭
和
二
〇
）、
沖

縄
を
占
領
し
た
米
軍
は
、
八
重
山

民
政
府
を
設
置
し
、
知
事
や
市
町

村
長
を
任
命
し
ま
し
た
。
与
那
国

村
の
町
へ
の
昇
格
に
つ
い
て
も
米

軍
の
許
可
が
必
要
で
し
た
。

　

右
の
資
料
は
、
一
九
四
七
年

（
昭
和
二
十
二
）一
一
月
二
十
七

日
、八
重
山
軍
政
官
府
ネ
イ
ザ
ン
・

A
・
マ
ク
ラ
ム
中
佐
が
、
八
重
山

民
政
府
知
事
宛
に
与
那
国
の
町
昇

格
を
許
可
し
た
文
書
で
す
。

　

一
九
四
七
年（
昭
和
二
十
二
）

一
二
月
一
日
、
町
昇
格
し
た
当
時

の
人
口
は
五
七
一
九
人
、
二
七
五

戸
で
し
た
。
台
湾
と
の
密
貿
易
で

活
気
を
呈
し
て
い
た
与
那
国
に
は

実
際
は
も
っ
と
多
く
の
人
が
い
た

と
言
わ
れ
ま
す
。

Yonaguni Village　1947 年（昭和 22）11月27日
軍政府関係指令綴 331 頁［R00000443B］

　

与
那
国
島
は
、
日
本
の
最
西

端
に
あ
り
、
石
垣
島
の
西
南
約

一
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
台
湾
の

東
約
一
一
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位

置
す
る
人
口
一
七
二
六
人（
平
成

二
十
九
年
五
月
三
十
一
日
現
在
）

の
島
で
す
。

　

戦
前
か
ら
一
九
五
〇
年（
昭
和

二
十
五
）頃
ま
で
台
湾
と
の
貿
易

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

右
の
写
真
は
一
九
七
一
年（
昭

和
四
十
六
）に
撮
影
さ
れ
た
祖
納

集
落
で
す
。
祖
納
は
役
場
や
八
重

山
保
健
所
与
那
国
支
所
な
ど
が
あ

る
島
の
中
心
地
で
す
。

①

②

③

④⑤

牛芋

魚

馬

稲

めぐり沖縄
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一
九
四
五
年（
昭
和
二
〇
）の
米
軍
上
陸
か

ら
二
十
七
年
間
、
沖
縄
は
米
国
施
政
権
下
に

あ
り
ま
し
た
。
日
本
復
帰
し
て
か
ら
四
十
五

年
が
経
ち
、「
復
帰
前
」
の
沖
縄
が
歩
ん
だ

歴
史
を
学
び
な
お
す
意
義
は
高
ま
っ
て
い
ま

す
。

　

当
館
で
現
在
開
催
中
の
所
蔵
資
料
展
は
、

日
本
復
帰
前
の
沖
縄
住
民
の
民
政
機
構
で
あ

る
琉
球
政
府
に
お
け
る
行
政
府
の
長
「
行
政

主
席
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
関
連
資
料
を

紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

行
政
主
席
は
米
軍
の
任
命
に
よ
っ
て
就

任
し
て
い
ま
し
た
が
、
住
民
の
選
挙
に
よ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
六
八
年（
昭
和

四
十
三
）一
二
月
の
こ
と
で
し
た
。
専
制
的

な
米
軍
支
配
下
で
、
自
治
権
の
拡
大
を
求
め

て
き
た
住
民
は
、
民
意
を
反
映
す
る
公
選
主

席
の
誕
生
を
待
ち
望
ん
で
い
ま
し
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
制
約
の
も
と
に
あ
り
な
が

ら
、
琉
球
政
府
の
五
人
の
行
政
主
席
た
ち
は

沖
縄
の
未
来
を
ど
の
よ
う
に
切
り
拓
こ
う
と

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
展
示
室
で
主
席

た
ち
の
声
に
耳
を
す
ま
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

ワトソン高等弁務官から松岡政保への
行政主席任命状

行政主席のプロフィールや在任中のできごとがわかります

平
成
二
十
八
年
度
　
公
文
書
館
事
業
報
告

　

当
館
の
管
理
業
務
は
、
指
定
管
理
者
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
沖
縄
県
文
化
振
興
会
が
実
施

し
て
い
ま
す（
館
外
貸
出
の
許
可
、
寄
託
文
書
の
受
入
、
行
政
財
産
の
使
用
許
可
等
の
業
務

を
除
く
）。
平
成
二
十
八
年
度
指
定
管
理
事
業
の
概
略
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
収
集
業
務

　

沖
縄
県
文
書（
沖
縄
県
の
機
関
が
作
成
・

収
受
し
保
存
期
間
が
満
了
し
た
文
書
等
） 
を

三
三
一
二
箱
、行
政
刊
行
物
を
一
六
六
一
冊
、

そ
の
他
個
人
や
団
体
か
ら
二
七
二
〇
点
の
文

書
等
を
収
集
し
ま
し
た
。

◆
評
価
選
別
業
務

　

収
集
し
た
文
書
等
を
評
価
し
、
歴
史
資

料
と
し
て
重
要
な
も
の
を
選
別
し
ま
し
た
。

五
七
八
五
箱
を
評
価
選
別
し
、
二
九
三
七

箱
が
保
存
、
一
七
〇
箱
が
一
部
保
存
、

二
六
七
八
箱
が
廃
棄
と
な
り
ま
し
た
。

◆
整
理
業
務

　
「
保
存
」
と
評
価
し
た
文
書
等
の
う
ち
、
沖

縄
県
文
書
等
五
〇
七
九
簿
冊
、
行
政
刊
行
物

八
一
八
件
を
整
理
し
て
公
開
し
ま
し
た
。
ま

た
、
原
本
の
劣
化
防
止
用
に
作
成
し
た
代
替

物
四
八
五
点
の
目
録
を
整
備
し
て
利
用
に
供

し
ま
し
た
。

◆
保
存
業
務

　

低
酸
素
濃
度
処
理
に
よ
る
殺
虫
処

理
、
簡
易
補
修
・
綴
じ
直
し
等
の
作
業

一
七
〇
件
、「
一
筆
地
調
査
図
」
の
保

存
容
器
作
成
四
五
一
冊
分
、
綴
じ
直
し

三
八
二
冊
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

◆
代
替
化
業
務

　

映
像
資
料
四
一
三
点
を
デ
ジ
タ
ル
化

し
、
複
製
物（
光
デ
ィ
ス
ク
）一
二
三
九

枚
を
作
成
し
ま
し
た
。

◆
閲
覧
業
務
・ 

普
及
広
報
業
務

　

入
館
者
は
一
万
五
二
五
八
人
、
閲
覧

室
の
入
室
者
は
五
三
六
七
人
、
展
示
室

の
入
室
者
は
九
八
九
一
人
、
伊
良
部
移

動
展
の
観
覧
者
は
八
四
一
人
で
し
た
。

　

ま
た
公
文
書
館
や
所
蔵
資
料
に
関

す
る
講
演
会
、
講
座
等
を
開
催
し
計

四
九
六
人
が
来
場
し
ま
し
た
。

所
蔵
資
料
展
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　「空中写真検索閲覧システム」がより便利にリニューアルしました。当館は、
1944 年（昭和 19）、45年（昭和 20）、46年（昭和 21）、47年（昭和 22）、62年（昭
和 37）に、米軍が撮影した空中写真 3,801 枚を所蔵しています。　　　　
　B 29 爆撃機や空母艦載機から撮った空中写真は、米軍が沖縄戦を有利に戦う目
的で撮影したものですが、戦災や戦後の米軍基地建設等で変貌を遂げる前の古い
街並みや集落の様子が記録されています。

　閲覧室の専用機でご利用できる「空中写真検索閲覧システム」は、従来のシステムより高精細な画像を閲覧し、
印刷することができます。地図上またはキーワードからも検索可能で、より探しやすくなりました。2001 年（平
成 13）版の地図と空中写真の重ね表示、左右並列表示で比較して見ることができ、土地利用の変遷などもわかり
ます。
　ご持参のノートパソコンに無料で画像データをとりこむことができます。閲覧室内のプリンタで印刷する場合
は、A3サイズは 120 円、A4サイズは 70円の実費がかかります。

発行日：平成 29年 8月 1日　編集発行：沖縄県公文書館指定管理者（公財）沖縄県文化振興会 公文書管理課　　
〒 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川 148-3　電話：098-888-3875（代表）　098-888-3871（閲覧室直通）　FAX：098-888-3879　

利用案内

▶交通案内：那覇バス　系統番号 1,2,3,4,5,14,15,16　「新川営業所」徒歩 3分
　　　　　　東陽バス　系統番号 191「県立南部医療センター前」徒歩 10分

沖縄県公文書館だより ARCHIVES  アーカイブズ　第53号

安里

識名

那覇 与那原

与那原

西原

沖縄県公文書館

モノレール首里駅

沖縄自動車道

鳥堀

県立南部医療センター
那覇IC

識名園

那覇市民体育館
那覇バス新川営業所

沖縄中央育成園

国道329号

新川

上間 兼城

新川（南）

▶開館時間：午前 9時～午後 5時（閲覧申請は午後 4時 30分まで）
▶休館日：月曜日、祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日）、6月 23日（慰霊の日）
▶ 利用について：入館は無料です。書庫内資料の閲覧には「利用証」が必要です。
「利用証」発行には、現住所が確認できる身分証明書をお持ちください。

資料に関するお問い合わせはこちらまで！

＊駐車スペースが限られていますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

閲覧室からのお知らせ

　沖縄県公文書館ホームページ「写
真が語る沖縄」に登載している写真
については、出版物等掲載許可申請

が不要になりました。ご利用の際には、「沖縄県
公文書館所蔵」の表示をお願いします。

　閲覧室内で無料ＷiＦiがお使いいただける
ようになりました。カウンター職員にパス
ワードをお尋ねのうえご利用ください。また、
各机にコンセントを設置しましたので、お手

持ちのパソコンの利用がより便利になりました。

　当館をもっと活用していただくための道案内として、『記録を残す・記憶をつなぐ　沖
縄県公文書館ガイドブック2017』を発刊しました。当館でどんな業務がなされているか、
その結果としてどんな公文書等が「共有の知的資源」として保存されているか、それを
利用するにはどうすればいいか、わかりやすくご紹介しています。
　1995 年（平成 7）の開館以来、当館は公文書館の社会的使命、役割を果たすために活
動してきました。所蔵公文書等はますます充実し、さまざまな形で利用されています。
これからも当館をよろしくお願いいたします。

＊ガイドブックは、HPでもご覧になれます。
　館内でも、無料配布しています。




